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一般廃棄物処理計画について 

 
１ 計画の概要 

市町村は，廃棄物処理法第６条第１項の規定により，当該市町村の区域内の一般廃棄物

の処理に関する「一般廃棄物処理計画」として，「基本計画」及び「実施計画」を定めな

ければならない（構成は「ごみ処理に関する計画」と「生活排水処理に関する計画」とか

ら成る）。 

 

【計画の位置付け】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）基本計画の性質 

・ 一般廃棄物処理に係る長期的視点に立った基本方針を明確にするもの 

・ 社会・経済情勢，一般廃棄物の発生見込み等を踏まえ，一般廃棄物処理施設や体制

の整備，財源の確保等について検討するもの 

・ 適切な処理を実施するための総合的かつ具体的な施策を体系化したもの 

【宇都宮市一般廃棄物処理基本計画（平成２８年３月策定）】 

ア 計画期間 

平成２８年度から平成４２年度までの１５か年 

イ 策定時期 

５年ごと 

 

（２）実施計画の性質 

・ 前年度の施策事業の取組状況及び評価を踏まえ，当該年度の施策事業及びごみを適

正に分別・収集・処理・処分するための具体的な取組を定めるもの 

・ また，同様に生活排水処理施設の整備や接続状況を予測し，生活排水を適正に処理

するための具体的な取組を定めるもの 

【宇都宮市一般廃棄物処理実施計画（平成３０年度計画）】 

ア 計画期間 

平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日 

イ 策定時期 

２月（毎年度末までに，次年度計画を策定） 

  ウ 構成 

  ・ 基本指標の目標値 

・ 一般廃棄物の排出状況等・生活排水処理施設の整備状況等 

・ 施策事業の取組 

  ・ 収集運搬・中間処理・最終処分体制 

一般廃棄物処理計画
宇都宮市 

バイオマスタウン構想

〔整合〕 

宇都宮市一般廃棄物処理基本計画

（15 年の長期計画） 
・ごみ処理基本計画 
・生活排水処理基本計画 

宇都宮市一般廃棄物処理実施計画

（各年度計画） 
・ごみ処理実施計画 
・生活排水処理実施計画 

第３次宇都宮市環境基本計画

〔整合〕 

第５次宇都宮市総合計画改定基本計画（後期基本計画）

宇都宮市上下水道 
基本計画改定計画

資料１ 
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２ 推進体制 

（１）庁内 

・ 環境の保全及び創造に関する取組を総合的・計画的に推進するため，部局横断的な組

織として，「環境基本計画推進委員会」を設置し，その下部組織として，「循環型社会部

会」を設置 

・ 「循環型社会部会」において，環境基本計画の廃棄物分野（ごみの発生抑制及び資源

循環利用の推進）に関すること，一般廃棄物処理計画に関することを所掌 

 

（２）庁外 

   計画の進捗状況等を点検・評価し，専門的な立場からの意見聴取等を行うため，学識

経験者や各種団体代表者，事業者等からなる「廃棄物減量等推進審議会」を設置 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

環境基本計画推進委員会 

環境基本計画推進委員会 企画会議

循環型社会部会 

「一般廃棄物処理基本計画」に係る 
前年度実績の公表 
（毎年８月頃） 

「一般廃棄物処理実施計画」の策定 
（毎年２月頃） 

「一般廃棄物処理基本計画」の策定 
（５年ごと） 

廃棄物減量等推進審議会 
報告 

意見 



 

1 

ごみ処理基本計画の取組状況及び今後の取組について 

 
◎ 趣旨 

   ごみ処理基本計画（平成２８～４２年度）の短期目標（平成３２年度）達成に向けた取組

状況及び平成３０年度ごみ処理実施計画における取組内容について協議するもの 
 
１ 基本指標に対する取組状況 ・・・ 参考資料１  参考資料２参照  

（１）【基本指標１】一人１日当たり家庭系ごみ排出量（資源物以外）（ｇ／人・日） 

 
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ 

Ｈ３２ 

（短期目標）

目標値 ― ５４８ ５４３ ５３９ ５３５ ５３２ ５３０

実績値 ５５２ ５５６ ５５２ ＊５５５  

目標値との差 
（達成度） 

―
＋８

（９８．６％）

＋９

（９８．４％） 

＋１６

（９７．１％）
 

＊ 平成２９年度の実績値は，４月から１２月までの実績に基づく３月までの推計値 
 

「一人１日当たり家庭系ごみ排出量（資源物以外）」は増加傾向にあり，平成２９年度にお

ける目標値の達成は困難な見込みとなっている。 
 

〈考察〉 
・ 焼却ごみの中に含まれる「もったいない生ごみ（食品ロス）」の割合が増加傾向にあり

（H25：約 20％⇒H28：約 34％），家庭系焼却ごみが微増したものと考えられる。 
・ 焼却ごみの中に含まれる資源物の割合は減少傾向にある（H25：約 32％⇒H28：約 18％）

が，プラスチック製容器包装の混入が多いことから，正しい分別方法に関する理解が徹底

されていないものと考えられる。 
・ 自治会等における「分別講習会」参加者へのアンケート結果では，分別に係る協力度は

高いものの，分別等に関する情報が行き届きにくい共同住宅世帯や外国人数が増加傾向に

あることや，超高齢化に伴い，在宅介護に関連するごみが増加していることなど，社会環

境の変化による影響が考えられる。 
 

〈取組の方向性〉 

・ 「もったいない生ごみ（食品ロス）」については，焼却ごみの中で一定の割合を占めてお

り，発生抑制に取り組むことで減量効果が見込めることから，「もったいない残しま１０！」

運動など市民・事業者と連携した全市的な取組を推進していく。 
・ 分別精度の向上に向け，正しい分別方法について，地区市民センターや子育てサロン等

を訪れる市民に対して啓発を行うほか，分別がわかりにくい品目については，自治会等に

おける分別講習会での周知を継続するなど，効果的・効率的な周知啓発を実施していく。 
・ 分別に関する情報が行き届きにくい共同住宅世帯や外国人に対して，ごみの排出実態等

を調査し，その特性に応じた効果的な周知啓発を行っていく。 

資料２－１ 
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（２）【基本指標２】事業系ごみ排出量（ｔ／年） 

 
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ 

Ｈ３２ 

（短期目標） 

目標値 ― ４５，６０７ ４５，１４４ ４４，６８０ ４４，２１６ ４３，７５２ ４３，３００

実績値 ４６，０７１ ４４，５５２ ４４，５０６ ＊４４，１４０  

目標値との差 

（達成度） 
―

▲１，０５５

(１０２．４％) 

▲６３８

（１０１．４％）

▲５４０

（１０１．２％）
 

＊ 平成２９年度の実績値は，４月から１２月までの実績に基づく３月までの推計値 
 

「事業系ごみ排出量」は減少傾向にあり，平成３２年度の目標達成に向け順調に推移して

いる。 
  
 〈考察〉 

・ 戸別訪問指導や不適正排出事業所への指導強化などにより，不適正排出事業所への指導

件数が減少傾向にあることからも，これまでの継続的な取組の効果があらわれているもの

と考えられる。 
・ これまで焼却処理されてきた市施設から排出される剪定枝を民間資源化施設に誘導した

ことの効果があらわれたものと考えられる。 
・ 一方，生ごみなどの資源化については，分別や収集運搬に関するコスト面等に課題がある

ものと考えられる。 

 

〈取組の方向性〉 
・ 事業系ごみの排出実態を踏まえた効率的な調査・指導を適切に行っていくことにより，

更なる減量化の推進と適正処理の徹底を図っていく。  
  ・ 「もったいない残しま１０！」運動の趣旨に賛同する飲食店等の事業者を「もったいな

い残しま１０！運動」協力店として登録する取組を全市的に展開することで，食品ロスの

発生抑制を推進していく。 
・ 生ごみを焼却ごみとして大量に排出している事業所に対し，コストを勘案したうえで，

効果的・効率的な資源化ルートを検討し，民間資源化施設に誘導を図るなど，市と事業者

の連携により焼却ごみの減量化に取り組んでいく。 
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（３）【基本指標３】最終処分量（埋立量）（ｔ／年） 

 
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ 

Ｈ３２ 

（短期目標） 

目標値 ― １９，１５０ ２１，１９４ ２１，０８８ ２０，９８０ １９，２３４ １７，２００

実績値 ２０，４４５ ２０，５０４ ２１，０１３ ＊１９，６８０  

目標値との差 

（達成度） 
―

＋１，３５４

（９３．４%）

▲１８１

（１００.９%）

▲１，４０８

（１０７.２%）
 

＊ 平成２９年度の実績値は，４月から１２月までの実績に基づく３月までの推計値 
 

「最終処分量」は，平成３２年度の目標達成に向け，概ね計画どおり推移している。 
 
 〈考察〉 

・ 資源物以外のごみは増加しているが，中間処理の過程で資源化される量が増加している

ことなどから，最終処分量が減少していると考えられる。 
 

 〈取組の方向性〉 

・ ごみの減量化・資源化の推進による最終処分量の削減を図り，安定的な最終処分の継続

や最終処分場の適切な維持管理を確保していく。 
 
（４）【参考指標】リサイクル率※（％） 

 
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ 

Ｈ３２ 

（短期目標）

目標値 ― ― １９．０ ２０．０ ２１．０ ２２．０ ２２．９

実績値 １８．２ １７．９ １７．３ ＊１７．１  

目標値との差 
（達成度） 

― ―
▲１．７

（91.1%）

▲２．９

（85.5%）
 

※ ごみの総排出量のうち，市施設等で資源化された量と集団回収量の割合（スーパーマーケット等における店頭回収

など民間事業者による主体的な資源化などを除く） 

リサイクル率 ＝ 資源化量（直接資源化＋施設中間処理＋集団回収）÷ごみ排出量（収集＋施設搬入＋集団回収） 

＊ 平成２９年度の実績値は，４月から１２月までの実績に基づく３月までの推計値 

 

「リサイクル率」は低下傾向にあり，平成２９年度における目標値の達成は困難な見込み

となっている。 

 

〈考察〉 

  ・ 紙類等の資源化量が行政回収，集団回収ともに減少傾向にあるほか，資源化可能な各種

容器包装の素材の軽量化が進んでいることや，新聞や雑誌の発行部数の減少などに伴う影

響が考えられる。 
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・ また，市民のリサイクル意識の向上により，スーパー店頭における資源物回収が利用さ

れていること（家庭系）や，多量排出事業所を中心に民間資源化施設を活用した紙類など

の資源化が推進されていること（事業系）などにより，行政回収以外のリサイクルの取組

が進展していることが考えられる。 

・ 焼却ごみの中に，資源化できる紙類や布類などの混入が一定量あることから，正しい分

別方法に関する理解や周知が徹底されていないものと考えられる。  

 

〈取組の方向性〉 

  ・ ごみの排出段階における分別の徹底について，周知啓発を強化する。 

  ・ 剪定枝の効果的・効率的な収集体制の構築や，使用済小型家電の不燃ごみからの選別回

収の強化などにより，資源化量の着実な拡大を図る。 

・ 焼却ごみや不燃ごみの中に含まれる資源化可能品目について，新たな資源循環の手法を

検討する。 

 

２ 各施策事業の取組状況等 

   別紙１のとおり 

 

３ 収集運搬・中間処理・最終処分体制 

収集運搬，中間処理及び最終処分体制については，ごみ処理基本計画に基づき，５種１３

分別によるステーション方式による収集や拠点回収等の体制を継続するとともに，現行の焼

却施設や資源化施設，最終処分場における適正な処理・処分体制を継続する。 

（１）収集運搬体制 

  ・ ５種１３分別の継続 

 ・ 家庭系ごみについて，委託による行政収集の継続 

 ・ 事業系ごみについて，排出者責任による自己搬入，又は許可業者による収集運搬 

 ・ ごみをごみステーションまで持ち出すことが困難な高齢者等について，戸別訪問による

ごみ収集を実施 

 ・ 新たな資源化の推進に向けた収集運搬体制の検討 

 

（２）中間処理体制 

  ・ クリーンパーク茂原，南清掃センターにおいて焼却処理 

 ・ クリーンパーク茂原リサイクルプラザにおいて不燃ごみ，粗大ごみ，びん・缶類，ペッ

トボトルを資源化 

  ・ エコプラセンター下荒針においてプラスチック製容器包装，白色トレイを資源化 

 ・ 「ごみ焼却施設整備基本計画」に基づき，（仮称）新北清掃センターの整備を推進 

 

（３）最終処分体制 

 ・ エコパーク板戸において最終（埋立）処分 

  ・ 「新最終処分場（仮称）第２エコパーク施設整備基本計画」に基づき，（仮称）第２エコ    

パークの整備を推進 



【参考資料１】

ごみ・資源物の排出状況

単位 H25 H26 H27 H28 H29 増減
（H28・H29比）

人 516,057 517,696 518,597 519,631 520,197 566

H25 H26 H27 H28 H29
（見込み）

増減
（H28・H29比）

焼 却 ご み ｔ 102,362 100,213 101,409 100,523 101,163 640

不 燃 ・ 危 険 ご み ｔ 3,337 3,106 3,165 2,956 2,926 ▲ 30

粗 大 ご み ｔ 1,028 949 1,083 1,156 1,230 74

小　計 ｔ 106,727 104,268 105,657 104,635 105,319 684

一人１日当たり
【基本指標１】

ｇ/日 567 552 556 552 555 3

ペ ッ ト ボ ト ル ｔ 1,846 1,807 1,822 1,803 1,819 16

び ん ・ 缶 類 ｔ 6,767 6,616 6,579 6,415 6,199 ▲ 216

プ ラ ・ 白 色 ト レ イ ｔ 3,617 3,475 3,470 3,374 3,299 ▲ 75

紙 布 類 ｔ 12,129 11,460 10,732 10,105 9,515 ▲ 590

紙 パ ッ ク ｔ 97 67 96 85 69 ▲ 16

小　計 ｔ 24,456 23,425 22,699 21,782 20,901 ▲ 881

ｔ 131,183 127,692 128,356 126,417 126,220 ▲ 197

焼 却 ご み ｔ 45,079 44,604 43,160 43,163 42,857 ▲ 306

不 燃 ・ 危 険 ご み ｔ 144 127 107 111 134 23

粗 大 ご み ｔ 119 176 167 193 190 ▲ 3

小　計 ｔ 45,342 44,907 43,434 43,467 43,181 ▲ 286
ペ ッ ト ボ ト ル ｔ 32 17 17 24 31 7

び ん ・ 缶 類 ｔ 860 898 882 825 721 ▲ 104

プ ラ ・ 白 色 ト レ イ ｔ 25 21 25 16 11 ▲ 5

紙 布 類 ｔ 217 229 195 173 195 22

紙 パ ッ ク ｔ 1 1 1 1 1 0

小　計 ｔ 1,134 1,165 1,119 1,039 959 ▲ 80

ｔ 46,476 46,072 44,553 44,506 44,140 ▲ 366

焼 却 ご み ｔ 147,441 144,816 144,569 143,686 144,020 334

不 燃 ・ 危 険 ご み ｔ 3,480 3,233 3,272 3,067 3,060 ▲ 7

粗 大 ご み ｔ 1,147 1,125 1,250 1,349 1,420 71

小　計 ｔ 152,069 149,175 149,091 148,102 148,500 398
一人１日当たり ｇ/日 807 789 788 781 780 ▲ 1

ペ ッ ト ボ ト ル ｔ 1,878 1,823 1,839 1,827 1,850 23

び ん ・ 缶 類 ｔ 7,626 7,514 7,461 7,240 6,920 ▲ 320

プ ラ ・ 白 色 ト レ イ ｔ 3,642 3,496 3,495 3,390 3,310 ▲ 80

紙 布 類 ｔ 12,346 11,689 10,927 10,278 9,710 ▲ 568

紙 パ ッ ク ｔ 98 68 97 86 70 ▲ 16

小　計 ｔ 25,492 24,522 23,721 22,821 21,860 ▲ 961

ｔ 177,560 173,697 172,812 170,923 170,360 ▲ 563

ｔ 10,808 10,556 9,860 9,195 8,570 ▲ 625
ｔ (30) (32) (35) (34) 35 69
ｔ (1) (1) (1) (1) 1 2
ｔ (2) (38) (71) (85) 186 271
ｔ （72) （87) （96) （160) 350 350

ｔ 188,368 184,252 182,672 180,118 179,502 ▲ 616

※平成２８年度までの拠点回収量（カッコ内の数値）は，総排出量に含めていないため，参考として記載

区　分

廃 食 用 油

イ ン ク カ ー ト リ ッ ジ

使 用 済 小 型 家 電

集 団 回 収

人　口

区　分

資
源
物
以
外

資
源
物

資
源
物
以
外

資
源
物

家
庭
系

事
業
系

家庭系計

事業系計
【基本指標２】

総排出量
【取組指標（基本施策1-1】

家
庭
系
＋
事
業
系

資
源
物
以
外

資
源
物

家庭系＋事業系計

剪 定 枝
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最終処分量

H25 H26 H27 H28 H29
（見込み）

増減
（H28・H29比）

ｔ 7,730 8,681 10,228 10,822 10,046 ▲ 776

ｔ 5,040 4,748 4,732 4,482 4,401 ▲ 81

ｔ 5,381 5,190 5,504 5,597 5,133 ▲ 464

ｔ 1,099 1,826 40 112 100 ▲ 12

ｔ 19,250 20,445 20,504 21,013 19,680 ▲ 1,333

資源化量・リサイクル率

H25 H26 H27 H28 H29
（見込み）

増減
（H28・H29比）

総排出量 ｔ 188,368 184,252 182,672 180,118 179,502 ▲ 616

ｔ 7,022 6,632 6,525 7,084 6,850 ▲ 234

ペ ッ ト ボ ト ル ｔ 1,375 1,258 1,158 1,215 1,310 95

金属類（破砕・プレス） ｔ 4,006 3,717 3,684 4,050 3,890 ▲ 160

ガ ラ ス 類 （ カ レ ッ ト ） ｔ 1,497 1,507 1,532 1,666 1,470 ▲ 196

蛍 光 管 ・ 乾 電 池 ｔ 144 150 151 153 180 27

ｔ 3,132 3,011 2,951 2,849 2,927 78

プ ラ 製 容 器 包 装 ｔ 3,123 3,002 2,943 2,841 2,920 79

白 色 ト レ イ ｔ 9 9 8 8 7 ▲ 1

ｔ 12,311 11,766 11,075 10,364 9,730 ▲ 634

紙 布 類 ｔ 12,154 11,626 10,940 10,278 9,610 ▲ 668

紙 パ ッ ク ｔ 157 140 135 86 120 34

ｔ 2,876 1,737 2,406 1,723 2,130 407

焼 鉄 ｔ 191 164 150 150 180 30

溶 融 メ タ ル ｔ 279 212 162 110 140 30

エ コ ス ラ グ ｔ 2,405 1,361 2,094 1,463 1,810 347

ｔ 10,808 10,556 9,860 9,195 8,570 ▲ 625

ｔ (30) (32) (35) (34) 35 69

ｔ (1) (1) (1) (1) 1 2

ｔ (2) (38) (71) (85) 186 271

ｔ （72) （87) （96) （160) 350 350

ｔ 36,149 33,701 32,817 31,215 30,779 ▲ 436

％ 19.1 18.2 17.9 17.3 17.1 ▲ 0.2P

※平成２８年度までの拠点回収量（カッコ内の数値）は，資源化量に含めていないため，参考として記載

焼 却 主 灰

ば い じ ん

選 別 不 燃 残 渣

溶 融 ス ラ グ

区　分

最終処分量計
【基本指標３】

リサイクル率
【参考指標】

区　分

焼却処理後

委託処理等

エコプラセンター下荒針

リサイクルプラザ

合計

集 団 回 収

廃 食 用 油

イ ン ク カ ー ト リ ッ ジ

剪 定 枝

使 用 済 小 型 家 電
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主なごみと資源物の流れ 

 市で収集・資源化しているもののほか，スーパーマーケット等における店頭回収や民間資源化施設で資源化しているものがある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ このほか，不燃ごみから選別処理する破砕金属や焼却後に溶融処理するエコスラグなども資源化量(リサイクル率)に算入している。 

生ごみ 

生ごみ 
処理機 

布類

民間資源

化施設 

家庭系 

民間資源

化施設 

段ボール 
新聞紙 
びん缶 
ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ 

事業系 
段ボール 
新聞紙 
びん缶 

ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ 

【参考資料２】 

焼却ごみ
生ごみ 

ﾘ ｻ ｲ ｸ ﾙ

ｼｮｯﾌﾟ等で

ﾘ ﾕ ｰ ｽ

焼却ごみ

布類

市焼却施設 

店頭

回収

市資源化量 

（ﾘｻｲｸﾙ率） 

生ごみ

焼却ごみ市資源化施設 

集団回収

剪定枝焼却ごみ 

市資源化施設 



◆ごみ処理基本計画の各施策事業の取組状況等
基本施策

施策事業 平成29年度の取組状況 評価 課題 平成30年度実施計画の取組内容
施策項目・取組指標

取組方針

・自治会等における分別講習会や
各種イベントなどにおける周知啓
発の継続

【基本施策1-1】
発生抑制の促進

もったいないレジ袋
削減推進

・自治会等における分別講習会や
各種イベントなどにおける周知啓
発
・「マイ・バッグ・キャンペー
ン」強化期間におけるパネル等の
展示

・継続的な啓発活動により，イベ
ントでのアンケート調査結果等に
おいて，取組が浸透している状況
が見られる。

・更なる市民意識の向上や取組の
定着に向け，あらゆる機会を活用
して周知啓発を行うとともに，事
業者に対しても，継続的に取組促
進への働きかけをしていく必要が
ある。

・各種イベントなどを通じたマイ
バック利用促進に係る周知啓発の
継続

◆ごみの排出段階
において水切りの
徹底を励行し，生
ごみの減量化を推
進する。

◆ごみの発生抑制
の観点から，市
民・事業者・行政
が一体となった
「もったいないレ
ジ袋削減運動」を
推進する。

（1） 生ごみの水切り励行

・自治会等における分別講習会や
各種イベントなどにおける周知啓
発

・継続的な周知啓発により，イベ
ントでのアンケート調査結果等に
おいて，取組が浸透している状況
が見られる。

・更なる市民意識の向上や取組の
定着に向け，あらゆる機会を活用
して周知啓発を行っていく必要が
ある。

・ホームページ等を活用したリ
ユース促進に向けた情報提供内容
の充実
・関係課との連携による，再利用
可能な不用品を有効に活用するた
めの効果的な仕組みづくり

・本市における施策としての有効
性を検証するための調査・研究の
継続

（4）
もったいない生ごみ
減量化推進

・自治会等における分別講習会や
各種イベント，ホームページや自
治会回覧などにおける食品ロス削
減に係る周知啓発
・「もったいない残しま１０！」
運動におけるもったいない生ごみ
（食品ロス）削減に向けた各種取
組の実施
・「もったいない残しま１０！運
動」協力店制度の開始

・焼却ごみに占める「もったいな
い生ごみ（食品ロス）」の割合が
増加傾向にある中，「もったいな
い残しま１０！」運動など，食品
ロス削減に向けた取組の強化によ
り，市民・事業者の意識醸成につ
ながっている。

・「もったいない運動市民会議」
等と連携した「もったいない残し
ま１０！」運動の周知啓発や，
「もったいない残しま１０！運
動」協力店の拡大などにより，市
民・事業者・行政が一体となった
食品ロス削減に向けた取組を推進
していく必要がある。

・自治会等における分別講習会や
各種イベント，市ＨＰやごみ分別
アプリなどによる食品ロス削減に
係る周知啓発の強化
・「もったいない残しま１０！運
動」協力店の更なる拡大による事
業者と連携した食べ切り・使い切
り等の推進

◆ごみの減量化・
資源化施策の効果
や公平性の確保，
社会環境の変化な
どを踏まえた調
査・研究を行う。

◆「もったいない
生ごみ（食品ロ
ス）」を削減する
ため，周知啓発の
強化などにより，
食べ切り・使い切
りを推進する。

（3）
家庭ごみ有料化の
調査・研究

・中核市及び県内自治体における
有料化の実施状況に関する情報収
集
・分別協力度（焼却ごみへの資源
物の混入割合）などを把握するた
めの組成分析調査の実施

・他自治体における有料化導入の
背景や効果，課題等について調査
を行った。
・分別協力度等を把握し，今後の
ごみの減量化・資源化施策につい
て検討を行った。

（6）

（2）

簡易包装の推進

・簡易包装の推進に積極的な事業
者を認定するエコショップ等認定
制度の推進

・エコショップ等において，簡易
包装に係る声かけを行うなどによ
り，取組の推進が図られている。

・更なる市民意識の向上や取組の
定着に向け，様々な機会を活用
し，事業者に対して，取組促進へ
の働きかけを強化していく必要が
ある。

・エコショップ等認定制度の推進
・各種媒体を通じた簡易包装の推
進に係る市民への周知啓発

◆過剰包装の抑制
や詰替商品の利用
促進などにより，
容器包装廃棄物の
減量化を推進す
る。

184,252 182,672 180,118 179,502 180,600

（5）

評価
・目標達成に向けた減量化が図られてい
る。
・もったいない生ごみの減量化をはじめ
とする発生抑制の促進に向けた各種取組
の効果があらわれていることや，スー
パー店頭等における事業者による資源物
の回収の取組が進んでいることが考えら
れる。

リユース品の
利用促進

【取組指標】
ごみ総排出量（ｔ）

※資源物を含む家庭系・事業系ごみの総排出量

H26
(基準値）

H27
（実績）

H28
（実績）

H29
（見込）

H32
（目標値）

・ごみの減量化・資源化施策の効
果や他の施策との関連性，社会環
境の変化などを踏まえ，施策の有
効性について検証を行う必要があ
る。

※布類の総排出量に占める資源化量の割合

H26
(基準値）

H27
（実績）

H28
（実績）

・取組の定着により，安定的な販
売実績を確保している。

・リユースの促進に加え，「もっ
たいない」のこころを醸成する観
点から，効果的な再生品販売に取
り組む必要がある。

・再生品販売を通じた「もったい
ない」のこころの醸成や，リユー
ス促進に向けた意識啓発
・再生利用品目の拡大に向けたリ
ユース関連事業と一体的な検討

評価
・市民の分別意識の向上により，目標値
は達成されているものの，家庭系焼却ご
みには布類が一定量混入している。

20.5 20.0 20.0

（8）
粗大ごみの
再生品販売

・環境学習センターにおける利活
用可能な粗大ごみの修繕による再
生品の販売

◆再利用が可能な
粗大ごみの再使用
を推進する。

・ホームページ等を活用したリ
ユースショップの紹介や利用方法
等に関する周知
・福祉施設におけるリユース品の
利活用ニーズの調査
・リユース品利活用のためのコー
ディネートの仕組みづくりに向け
た検討

・事業者等からの情報収集し，適
切に市民向けに周知できた。
・福祉施設におけるリユース品の
ニーズを確認し，粗大ごみや不燃
ごみの再生品を利活用するための
仕組みづくりについて検討を行っ
た。

・情報提供内容や媒体の充実を図
る必要がある。
・リユース品の利活用促進に向け
たコーディネートの仕組みづくり
について，対象となる福祉施設や
関係課との連携が必要となる。

H29
（見込）

H32
（目標値）

◆市民がリユース
に取り組みやすい
環境を整備する。

◆焼却ごみ等に含
まれる利用可能な
衣類について，再
利用を推進するた
めの事業手法を検
討する。

【取組指標】
布類の分別協力率（％）

【基本施策1-2】
再使用の推進

（7） 衣類再利用の推進

・焼却ごみの組成分析調査におい
て，依然として，焼却ごみへの利
用可能な衣類の混入が見受けられ
る。

16.7 16.0

・革製品や綿入り製品など，現在
焼却処理している品目のリユース
品としての回収の仕組みづくりに
向けた調査・研究

別紙１

【継続】

【拡充・重点】

【新規】

【新規・重点】

【新規】

【継続】

【継続】

【継続】

【継続】

【継続】

【新規】
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◆ごみ処理基本計画の各施策事業の取組状況等
基本施策

施策事業 平成29年度の取組状況 評価 課題 平成30年度実施計画の取組内容
施策項目・取組指標

取組方針

【基本施策1-3】
普及啓発の実施

・引き続き，更なる制度の普及促
進を図っていく必要がある。

・市ＨＰ等を通じた認定店におけ
る３Ｒ活動の取組紹介
・認定店との連携による市民や事
業者の３Ｒ活動の推進

・もったいない運動と連携した３
Ｒに係る講座やイベントの実施

（10） 環境教育支援の推進

・小学校４年生を対象とした社会
科補助教材の作成・配布
・ライフステージに応じた環境出
前講座の開催

・小学校における補助教材の活用
や出前講座の実施により，３Ｒに
関する周知啓発の推進が図られて
いる。

・環境教育の推進による，市民・
事業者の更なる３Ｒ活動の実践に
向け，対象者のニーズに応じて補
助教材や講座の内容を適宜見直す
など，情報提供の充実を図ってい
く必要がある。

・小学校４年生を対象とした社会
科補助教材の作成・配布
・ライフステージや受講者の学び
たい内容に応じた環境出前講座の
開催

（9）
もったいない運動
との連携推進

・もったいない運動との連携によ
る３Ｒ活動の実践に向けた講座や
各種イベントの実施

・講座や各種イベントやを通じた
連携推進が図られている。

・もったいない市民会議と連携し
た「もったいない残しま１０！」
運動の更なる取組強化など，
「もったいない」のこころの醸成
による市民・事業者の３Ｒ活動の
実践を促進していく必要がある。

◆３Ｒ活動の実践
に向けた講座等を
通じて，「もった
いない」のこころ
を醸成する。

◆３Ｒの重要性に
ついて理解を深
め，環境配慮行動
を実践できる人づ
くりを行うため，
環境教育の支援を
推進する。

◆認定店と連携
し，事業系ごみの
減量化や，市民・
事業者の３Ｒ活動
の実践と定着に向
けた取組を推進す
る。

・大規模事業所に対し減量等計画
書の提出及び更なる適正処理に向
けた分別指導の徹底
・中小事業所の戸別訪問指導の実
施
・展開調査結果に基づく不適正排
出事業所への戸別訪問指導
・廃棄物管理責任者研修会や産業
廃棄物多量排出者等向けセミナー
等による事業系ごみの適正処理に
係る周知啓発

※多量排出事業所のうち，不適正処理に対する
　再訪問指導等を行った事業所の割合

H26
(基準値）

H27
（実績）

H28
（実績）

H29
（見込）

H32
（目標値）

50 39 40

【取組指標】
多量排出事業所に対する

指導割合（％）

（12）
事業系ごみの
適正処理の徹底

・大規模事業所に対する減量等計
画書の提出徹底及び戸別訪問指導
・中小事業所への戸別訪問指導
・展開調査結果に基づく不適正排
出事業所への戸別訪問指導
・廃棄物管理責任者研修会等にお
ける分別の徹底や資源化に係る周
知啓発
・栃木県との共催による産業廃棄
物多量排出事業者等向けセミナー
の開催

・戸別訪問指導や研修会などの機
会を活用した分別徹底や資源化に
係る周知啓発により，多量排出事
業所に対する指導割合が減少する
など，事業者の適正処理に対する
理解度の向上が図られている。

・戸別訪問指導や不適正排出事業
所への指導の強化により，更なる
事業系ごみの適正処理の徹底を図
る必要がある。

31 25

評価
・目標達成に向け，指導件数が減少傾向
にある。
・事業所への戸別訪問指導や不適正排出
事業者への指導強化などの取組による効
果があらわれているものと考えられる。

◆事業系ごみの適
正処理の徹底を図
り，減量化・資源
化を推進する。

（11）
エコショップ等の
普及促進

・市ＨＰ等を通じた認定店におけ
る３Ｒ活動の取組紹介
・認定店との連携による市民や事
業者の３Ｒ活動の推進

・認定店との連携により，レジ袋
削減や簡易包装の促進などの取組
の定着が図られている。

【継続】

【継続・重点】

【継続】

【拡充・重点】

【継続】

【継続・重点】
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◆ごみ処理基本計画の各施策事業の取組状況等
基本施策

施策事業 平成29年度の取組状況 評価 課題 平成30年度実施計画の取組内容
施策項目・取組指標

取組方針

評価
・目標値は達成されているが，家庭系焼
却ごみには特に資源化できる紙類やプラ
スチック製容器包装が一定量混入してい
る。

113 123 176 385 1,500

【基本施策2-1】
分別の徹底

（14） 拠点回収事業の推進

・回収ボックスによる廃食用油や
使用済小型家電，インクカート
リッジの拠点回収
・南清掃センターにおける剪定枝
の通年受入の実施
・回収量の拡大に向けた周知啓発
・スーパー等の店頭における資源
物回収の実施状況に関する調査の
実施

・既存の拠点回収事業について
は，安定的な回収量が確保できて
おり，市民の取組の定着が見られ
る。
・南清掃センターにおける剪定枝
の受入を通年に拡大したことによ
り，資源化量の拡大につながって
いる。

・資源化量拡大に向けた周知啓発
を行うとともに，民間協力店等と
連携するなど，多様な回収ルート
を確保することで市民の利便性を
高めていく必要がある。

・回収ボックスによる廃食用油や
使用済小型家電，インクカート
リッジの拠点回収
・清掃センターにおける剪定枝の
通年受入
・回収量の拡大に向けた周知啓発

◆資源物の焼却ご
みへの混入を防ぐ
ため，あらゆる機
会や場，媒体を活
用した周知啓発に
より，５種１３分
別の徹底強化を図
る。

◆資源物の常設拠
点回収場所の拡充
を図り，市民がリ
サイクルに取り組
みやすい環境づく
りを推進する。

・リサイクル推進員と連携を図る
ことにより，地域のごみの分別・
排出指導やごみステーションの適
正管理等の円滑な活動につながっ
ている。

・引き続き，地域における主体的
なごみの減量化・資源化，環境美
化の取組を推進する必要がある。

・研修会や施設見学の実施などに
よるリサイクル推進員の育成及び
活動への支援

◆地域のごみ問題
や環境美化の中心
的な役割を担うリ
サイクル推進員の
活動を支援する。（15）

リサイクル推進員
活動支援の推進

・研修会や施設見学の実施，情報
紙の発行による情報共有など，サ
イクル推進員の育成
・地域まちづくり協議会の環境部
会等が地区文化祭で実施するごみ
の減量化についての啓発活動への
支援

（13） 分別強化推進

・自治会等における分別講習会や
各種イベントなどにおける分別徹
底に係る周知啓発
・スーパー店頭等における分別
ゲームを活用した分別徹底に係る
周知
・ごみ分別アプリを活用した各種
情報提供
・不動産管理会社や大学等への分
別に係る資料の配布

・様々な周知啓発の実施により，
ごみの分別や資源化に関する市民
の協力度や理解度の向上につな
がっている。

・分別に関する情報が十分に伝わ
りにくい世帯に対する周知啓発の
強化など，市民の分別協力度や分
別精度の更なる向上を図っていく
必要がある。

・自治会等における分別講習会や
各種イベント，地区市民センター
や子育てサロンなどにおける周知
啓発の実施による，５種１３分別
の徹底強化
・市の情報が行き届きにくい共同
住宅世帯や外国人に対して，ごみ
の排出実態等を調査し，その特性
に応じた効果的な周知啓発を実施

【取組指標】
家庭系焼却ごみに含まれる

資源物の割合（％）

H26
(基準値）

H27
（実績）

H28
（実績）

H29
（見込）

H32
（目標値）

30.9 30.9 17.9 24.8 29.9

H26
(基準値）

H27
（実績）

H28
（実績）

H29
（見込）

H32
（目標値）

【基本施策2-2】
資源循環利用の推進

（16）
家庭系生ごみの
資源化推進

・家庭用生ごみ処理機設置費補助
の実施
・減量化を目的とした消滅式や炭
化式の機種を補助対象とするな
ど，家庭用生ごみ処理機設置に対
する補助制度の拡大

・家庭用生ごみ処理機補助制度の
利用者が減少傾向にあったことか
ら，補助制度の一部見直しやその
周知を行った結果，制度利用者が
増加傾向にある。

・引き続き，家庭における生ごみ
の減量化・資源化の取組を促進す
るため，補助制度の周知を強化し
ていく必要がある。

◆生ごみ処理機の
利用拡大と継続利
用の推進などによ
り，各家庭での生
ごみの減量化・資
源化を図る。

（17）

評価
・目標達成に向け，着実な資源化量の拡
大を図っている。
・剪定枝資源化の拡大や，廃食用油資源
化の定着による効果があらわれている。

・家庭用生ごみ処理機設置費補助
の活用促進
・ダンボールコンポストなど手軽
に取り組める堆肥化の普及に向け
た周知啓発【取組指標】

廃棄物系バイオマスの資源化量（ｔ）

※剪定枝や廃食用油の資源化量

廃食用油の
資源化推進

・スーパー（２６か所）や市有施
設（１９か所）における廃食用油
の拠点回収及び事業の周知活動
・障がい者支援団体や資源化事業
者等との連携による効率的な回
収・売払の実施

・拠点回収の定着化が図られ，安
定した回収量を確保している。

・引き続き，事業の周知啓発や回
収状況に合わせた回収体制の見直
しなどにより，更なる回収量増加
や，市民の利便性の向上を図って
いく必要がある。

◆廃食用油を拠点
回収し，ＢＤＦの
製造や資源化事業
者への売払いによ
る資源化を図る。

・スーパーや市有施設における廃
食用油の拠点回収
・更なる拠回収量増加に向けた事
業の周知啓発
・障がい者支援団体や資源化事業
者等との連携による，効率的な回
収・売払の実施

【拡充・重点】

【拡充・重点】

【継続】

【継続】

【継続】
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◆ごみ処理基本計画の各施策事業の取組状況等
基本施策

施策事業 平成29年度の取組状況 評価 課題 平成30年度実施計画の取組内容
施策項目・取組指標

取組方針

【基本施策2-2】
資源循環利用の推進

・南清掃センターにおける剪定枝
の通年受入による資源化の実施
・剪定枝のステーション方式によ
る収集のモデル事業の実施
・事業者との連携による効果的・
効率的な資源化の推進

（19）
使用済小型家電の
資源化推進

・市有施設（２０か所）における
使用済小型家電の拠点回収
・「都市鉱山からつくる！みんな
のメダルプロジェクト」への参加
・民間資源化事業者等との連携に
よる効率的な回収体制の構築
・清掃工場における不燃ごみから
の選別回収の拡大

・拠点回収の定着化が図られ，着
実に回収量が増加している。

・引き続き，事業の周知啓発や民
間資源化事業者等との連携の強
化，清掃工場における効果的・効
率的な不燃ごみからの選別回収な
どにより，更なる回収量の増加を
図っていく必要がある。

・市有施設における使用済小型家
電の拠点回収の推進
・更なる回収量増加に向けた事業
の周知啓発と民間資源化事業者等
との連携の強化
・清掃工場における不燃ごみから
の選別回収の強化

◆剪定枝をチップ
化し，循環利用を
促進するととも
に，資源化拡大に
向けた調査・研究
を実施する。（18） 剪定枝の資源化推進

・南清掃センターに持ち込まれた
剪定枝を通年でチップ化し，たい
肥原料として循環利用
・事業者との連携による資源化量
の拡大に向けた事業手法について
の検討

・南清掃センターにおける剪定枝
の受入を通年に拡大したほか，事
業者との連携により，事業手法や
役割分担について検討を行うな
ど，資源化拡大に向けた取組を進
めることができた。

・ステーション方式による収集を
見据えた剪定枝の収集・受入体制
の構築などにより，資源化量の着
実な拡大を図っていく必要があ
る。

（20）
インクカートリッジ
の資源化推進

・市有施設（２５か所）における
インクカートリッジの拠点回収の
実施

・拠点回収の定着化が図られ，安
定した回収量を確保している。

・引き続き，あらゆる機会を活用
して周知啓発を行っていく必要が
ある。

・市有施設におけるインクカート
リッジの拠点回収に係る周知啓発

◆レアメタルなど
の有用金属を含む
小型家電を回収
し，廃棄物の適正
処理と資源の有効
活用を推進する。

◆メーカーによる
リサイクル事業に
協力することで，
資源化を推進す
る。

（22）
新たな資源循環利用
の推進

・ごみの組成分析調査により，焼
却ごみに含まれる資源物の割合を
把握するほか，不燃ごみに含まれ
る資源化可能な品目の割合の調査
・生ごみや剪定枝などの資源化に
向けた先進自治体や事業者等から
の情報収集
・収集や処理の過程を検証し，資
源化事業者を調査することで，こ
れまで資源化できなかった品目に
ついて資源化を検討

・従来よりも精度の高い組成分析
を実施したことで，３R施策を検討
する上でのより良い基礎資料が得
られた。
・不燃ごみの組成分析調査を初め
て実施し，使用済小型家電などの
割合が明らかとなり，新たな資源
化を検討する上での基礎資料が得
られた。
・民間の生ごみの資源化事業者に
ついて，処理余力などを把握する
ことで，資源化を検討した。
・不燃やびん缶などの収集から処
理の過程を検証するとともに，民
間事業者の動向を調査し，新たな
資源化手法を検討した。

◆新たな資源循環
利用に向け，資源
の特性に応じた地
域循環を創出す
る。

・費用対効果や分別に係る市民・
事業者の負担などを考慮し，調
査・研究を行っていく必要があ
る。
・新たな施設の活用や将来の更新
計画を見据えた検討を行う必要が
ある。

・焼却ごみや不燃ごみの中に含ま
れる資源化可能品目について，新
たな資源循環の手法を検討
・ごみの収集・処理の過程を検証
し，民間資源化事業者の動向を把
握するなどして，新たな資源化を
検討

（21）
市有施設における
資源化推進

・清掃工場における熱エネルギー
の有効利用（ごみ発電）
・市有地から排出される剪定枝の
資源化
・中央卸売市場や小中学校から排
出される生ごみの資源化に向けた
検討

・清掃工場における熱回収を継続
しており，安定した熱エネルギー
として有効利用が図られている。
・市有地から排出される剪定枝を
資源化に誘導し，焼却ごみの減量
化とバイオマス資源の有効活用を
図った。
・中央卸売市場と小中学校の生ご
みについて，民間事業者を活用し
た資源化を検討したが資源化され
なかった。

・食品リサイクル法対象外である
中央卸売市場や小中学校から排出
される生ごみについて，収集回数
の増加による費用対効果を踏まえ
た検討を行っていく必要がある。
・民間資源化事業者の動向を把握
し，清掃工場における処理の過程
を検証するなど新たな資源化を検
討する必要がある。

・清掃工場における熱エネルギー
の有効利用（ごみ発電）
・市有地から発生する剪定枝の資
源化の推進
・中央卸売市場や小中学校から排
出される生ごみについて，民間資
源化事業者の活用による費用対効
果を踏まえた資源化を検討
・ごみの収集・処理の過程を検証
し，民間資源化事業者の動向を把
握するなどして，新たな資源化を
検討

◆市有施設から発
生する資源化可能
なごみの再生利用
を推進する。

【拡充・重点】

【継続】

【継続】

【拡充】

【新規・重点】
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◆ごみ処理基本計画の各施策事業の取組状況等
基本施策

施策事業 平成29年度の取組状況 評価 課題 平成30年度実施計画の取組内容
施策項目・取組指標

取組方針

評価
・事業系ごみの資源化については，コス
ト面等に課題があるものと考えられる。

【取組指標】
苦情等対応件数（件）

H26
(基準値）

H27
（実績）

H28
（実績）

H29
（見込）

H32
（目標値）

756 827 603 677 680

0 500

・資源物のスーパーマーケット等
における店頭回収の現状の把握や
他自治体の取組等を参考にしなが
ら，効果的・効率的な資源物集団
回収の仕組みについて検討が必要
となっている。

・実施団体に対する報償金の交付
や，活動の活性化に向けた事業の
周知啓発

【取組指標】
多量排出事業所における
新たな資源化量（ｔ）

（24）
事業系ごみの資源化
の推進

・大規模事業所への個別訪問指導
や安価な民間資源化事業者の活用
を提示することで，生ごみを資源
化するよう誘導
・生ごみを一定量継続して排出し
ているが，食品リサイクル法の対
象にならない事業者の排出・処理
実態を把握し，資源化手法を検討

・中央卸売市場や学校給食の生ご
みについて，民間資源化事業者を
活用して資源化するよう誘導を
図った。
・アンケートにより食品リサイク
ル法対象外の事業者の排出・処理
実態を把握した。

・焼却ごみから分別することによ
る作業負担や収集回数が増加する
ことによるコストの増加を勘案し
た検討を行う必要がある。

・大規模事業所への個別訪問指導
等を通じた生ごみ資源化への誘導
・生ごみを大量に排出する事業所
に対し，コストを勘案したうえ
で，効果的・効率的な資源化ルー
トを検討し，民間資源化施設に誘
導を図るなど，市と事業者の連携
により焼却ごみの減量化を推進

H26
(基準値）

◆事業者主体によ
る資源化の推進に
向けた誘導や支援
を行う。

【基本施策2-3】
市民・事業者主体による資源化の推進

（23）
資源物集団回収
の推進

・実施団体に対する報償金の交付
・自治会等における分別講習会や
リサイクル推進員向け情報紙など
の機会を通じた制度の周知啓発や
地域での取組事例の紹介

・実施団体による実施回数は増加
傾向にあるものの，新聞や雑誌等
の発行部数の減少，スーパーマー
ケット等小売店の店頭において独
自に資源物を回収しているなど
の，資源物の回収ルートの多様化
などの影響により，回収量は減少
傾向にある。

◆地域コミュニ
ティの活性化を図
りながら，ごみの
減量化・資源化を
推進する。

H27
（実績）

H28
（実績）

H29
（見込）

H32
（目標値）

― 0 0

・自治会未組織の地域に関するご
みステーション申請等について，
自治会連合会と連携を図りながら
混乱を招かぬよう適正な対応をに
行うとともに，ごみステーション
の維持管理を図る必要がある。
・平成３２年度のごみ収集運搬業
務委託の更新に向け，収集する分
別品目や収集頻度など，全体的な
収集運搬体制について検討する必
要がある。

・ごみ排出に関する質問や苦情へ
の迅速な対応及び適正排出指導
・自治会や集合住宅管理者等との
連携によるごみステーションの適
正な維持管理や美化への支援をGIS
を活用した実施
・GIS（地理情報システム）を利用
したごみステーション情報の管理

（26）
適正な収集運搬体制
の維持

・作業効率や安全性，衛生面等を
考慮した適正な収集運搬体制の継
続

・委託業者への研修会の実施など
を通じた，作業効率や安全性，衛
生面等を考慮した適正な収集運搬
体制の継続
・平成３２年度のごみ収集運搬業
務委託の更新に向け，収集する分
別品目や収集頻度など，全体的な
収集運搬体制の検討

【基本施策3-1】
収集運搬体制の整備推進

（25）
ごみステーションの
維持管理への支援

・ごみ排出に関する質問や苦情へ
の迅速な対応及び適正排出指導
・排出ルールが守られていないご
みステーションについて，収集業
者からの情報入手に努め，併せて
市民等からの情報もGIS（地理情報
システム）と一体管理することに
より，適正かつ迅速な改善指導を
実施
・GISを利用したごみステーション
情報の管理

・苦情等対応件数が前年度より増
加しているが，当初の取組指標よ
りは減少しており，市民サービス
の維持・向上に向けた各取組によ
る効果が見られている。

◆自治会等との連
携により，ごみス
テーションの適正
な維持管理や美化
を推進する。

◆作業効率や安全
性，衛生面等を考
慮した適正な収集
運搬体制を継続す
る。

・ごみをごみステーションまで持
ち出すことが困難な高齢者や障が
い者に対し，戸別訪問によるごみ
収集である「ふれあい収集事業」
の実施継続

・増加傾向にある「ふれあい収
集」への適切な対応など，効率的
な収集体制の確保が図られてい
る。

・超高齢化や人口減少など，今後
の社会環境の変化に対応したごみ
の収集運搬のあり方について検討
する必要がある。

・「ふれあい収集事業」の適切な
実施の継続
・今後の社会環境の変化やごみの
排出実態に対応した効果的・効率
的なごみの収集運搬のあり方につ
いての検討

（27）
効果的・効率的な
収集運搬体制の構築

◆効果的・効率的
なごみの収集運搬
のあり方を検討し
ていく。

評価
・基準値と比較して改善の傾向にあり，
継続的な適正排出指導や効果的・効率的
な収集運搬体制の維持に向けた取組の効
果があらわれているものと考えられる。

【継続】

【継続】

【継続】

【継続】

【新規・重点】
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◆ごみ処理基本計画の各施策事業の取組状況等
基本施策

施策事業 平成29年度の取組状況 評価 課題 平成30年度実施計画の取組内容
施策項目・取組指標

取組方針

・中間処理施設の整備工事の実施
等による施設の適正な維持管理
（クリーンパーク茂原に係る発電
用廃熱ボイラーの整備工事，運転
業務委託，環境影響調査業務委託
など）

・施設の適正な維持管理により，
安定した中間処理を継続してい
る。

・関係法令等を遵守し，適切な維
持管理を行っていく必要がある。

・中間処理施設の整備工事の実施
等による施設の適正な維持管理
（クリーンパーク茂原に係る発電
用廃熱ボイラーの整備工事，運転
業務委託，環境影響調査業務委託
など）

（28） 中間処理施設の整備

・「宇都宮市ごみ焼却施設整備基
本計画」等に基づく中間処理施設
の整備
（仮称）新北清掃センター建設工
事（設計・施工一括）
（H28～H31）

・「宇都宮市ごみ焼却施設整備基
本計画」等に基づき，計画的な整
備を進めている。

【取組指標】
中間処理施設・最終処分場の整備

（31）
最終処分場の
維持管理

・最終処分場の整備工事の実施等
による施設の適正な維持管理
（エコパーク板戸に係る土堰堤の
整備，運転業務委託，環境影響調
査業務委託など）

・施設の適正な維持管理により，
安定した最終処分を継続してい
る。

・関係法令等を遵守し，適切な維
持管理を行っていく必要がある。

・最終処分場の整備工事の実施等
による施設の適正な維持管理
（エコパーク板戸に係る運転業務
委託，環境影響調査業務委託な
ど）

中間処理施設　平成３２年度供用開始予定

最終処分場　　平成３１年度供用開始予定

（30） 最終処分場の整備

・「宇都宮市新最終処分場（仮
称）第２エコパーク施設整備基本
計画」等に基づく最終処分場の整
備
環境保全措置実施・環境モニタリ
ング調査(H28～H32）
取付道路建設工事（H28～H29）
（仮称）第２エコパーク建設工事
（設計・施工一括）
（H29～H31）

・「宇都宮市新最終処分場（仮
称）第２エコパーク施設整備基本
計画」等に基づき，計画的な整備
を進めている。

・安定処理，環境負荷，コスト等
の面に配慮し，最終処分場の整備
を推進していく必要がある。

・計画的な最終処分場の整備推進
（仮称）第２エコパーク建設工事
（設計・施工一括）
（H29～H31）

◆「宇都宮市新最
終処分場（仮称）
第２エコパーク施
設整備基本計画」
等に基づき，計画
的な整備を進めて
いく。

【基本施策3-2】
処理・処分施設の維持管理

及び整備の推進

◆「宇都宮市ごみ
焼却施設整備基本
計画」等に基づ
き，計画的な整備
を進めていく。

◆安定した中間処
理を行うため，関
係法令等を遵守
し，適切に維持管
理を行う。

・安定処理，環境負荷，コスト等
の面に配慮し，施設整備を推進し
ていく必要がある。

・計画的な中間処理施設の整備推
進
（仮称）新北清掃センター建設工
事（設計・施工一括）
（H28～H31）

（29）
中間処理施設の
維持管理

・市民との協働による「きれいな
まち宇都宮」の実現に向け，市民
の良好な生活環境の維持を推進し
ていく必要がある。

・条例指導員による美化推進重点
地区内の巡回指導
・美化推進重点地区における庁内
関係課，警察及び地元商店街と連
携した定期的な夜間巡回指導
・路面標示や看板，大型映像装
置，イベント，情報技術媒体（ア
プリ）等を活用した条例の周知啓
発
・美化推進重点地区における民間
企業（飲食物自動販売機設置業
者）との連携による自動販売機を
活用した条例の周知啓発
・飲食物自動販売機回収容器設置
の実態調査
・関係機関等と連携した管理不全
な土地，建物の適正管理指導

（33）
不法投棄の
未然防止，拡大防止
の推進

・自治会回覧や広報紙，ホーム
ページ等による適正処理の啓発
・監視パトロールの実施および監
視カメラの設置
・地域住民による監視活動，清掃
活動への支援

・「第３次宇都宮市不法投棄未然
防止推進計画」に基づく総合的な
取組により，不法投棄発生件数の
減少につながっている。

・不法投棄が依然として発生して
いることから，適正処理意識の醸
成や監視パトロールの実施，地域
住民による清掃活動への支援等を
切れ目なく継続し，不法投棄の未
然防止及び早期発見，拡大防止を
図っていく必要がある。

・自治会回覧や広報紙，ホーム
ページ等による適正処理の啓発
・監視パトロールの実施及び監視
カメラの設置
・地域住民による監視活動，清掃
活動への支援

◆「宇都宮市みん
なでごみのないき
れいなまちをつく
る条例」に基づ
き，市民の良好な
生活環境の維持を
推進する。

◆「第３次宇都宮
市不法投棄未然防
止推進計画」に基
づき，地域の良好
な環境保全を推進
する。

（32）
きれいなまちづくり
の推進

・条例指導員による美化推進重点
地区内の巡回指導
・美化推進重点地区における庁内
関係課，警察及び地元商店街と連
携した定期的な夜間巡回指導
・路面標示や看板，大型映像装
置，イベント，情報技術媒体（ア
プリ）等を活用した条例の周知啓
発
・関係機関等と連携した管理不全
な土地，建物の適正管理指導

・「宇都宮市みんなでごみのない
きれいなまちをつくる条例」に基
づく継続的な取組により，市民の
意識向上につながっている。

・平成２９年３月に策定した「宇
都宮市災害廃棄物処理対応マニュ
アル」に基づき，図上訓練を実施

・図上訓練を実施したことによ
り，職員がマニュアルについて習
熟するとともに，実際に災害が発
生した際の対応について確認する
ことができた。

・災害発生時に速やかに対応でき
るよう，実効性の確保に向けた検
証を行うことにより，適宜修正等
を行う必要がある。
・国や県等，関係機関との連携に
ついて，災害に関する情報収集・
事例等の情報共有及び災害発生時
の迅速な対応に係る体制を強化す
る必要がある。

・「災害廃棄物処理対応マニュア
ル」に基づく訓練等の実施及び実
効性の検証
・検証を踏まえたマニュアルの修
正及び更なる実効性確保に向けた
体制整備

◆今後起こり得る
様々な災害時に発
生する災害ごみに
対応するため，収
集から処理までの
一貫した体制を整
備する。

【取組指標】
不法投棄発生件数（件）

H26
(基準値）

H27
（実績）

H28
（実績）

H29
（見込）

H32
（目標値）

420 366 323 318 250

評価
・目標達成に向け，中間処理施設，最終
処分場ともに，計画的な整備を推進して
いる。

【基本施策3-3】
適正処理の推進

◆安定した最終処
分を行うため，関
係法令等を遵守
し，適切に維持管
理を行う。

評価
・目標達成に向け，発生件数が減少して
いる。
・適正処理の啓発や，監視パトロールな
どの継続的な取組の効果があらわれてい
るものと考えられる。

（34） 災害廃棄物への対応

【継続・重点】

【継続】

【継続・重点】

【継続】

【継続】

【継続】

【新規・重点】
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生活排水処理基本計画の取組状況及び今後の取組について 

 
◎ 趣旨 

   生活排水処理基本計画（平成２８～４２年度）の短期目標（平成３２年度）達成に向けた

取組状況及び平成３０年度生活排水処理実施計画における取組内容について協議するもの 
 

 １ 基本指標に対する取組状況 

（１）【基本指標１】生活排水処理人口普及率※１ （％）                  

 
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ 

Ｈ３２ 
（短期目標）

目標値 ― ９７．４ ９７．７ ９８．０ ９８．３ ９８．６ ９８．８

実績値 ９６．９ ９６．９ ９７．７ *９８．１  

※1 「公共下水道・農業集落排水処理施設・地域下水処理施設の整備が終わり使用可能な区域の人口」と「合

併処理浄化槽を使用している人口」の行政人口に占める割合 
＊ 平成２９年度の実績値は，４月から１２月までの実績に基づく３月までの推計値 

 
    「生活排水処理人口普及率」は，生活排水処理施設の整備状況を示す値であるが，着実

に整備が進んでいるため，平成２９年度の目標値を達成する見込みである。 
 
  〈取組の方向性〉 

   ・ 引き続き，計画的に生活排水処理施設の整備推進を図っていく。 
 
（２）【基本指標２】生活排水処理率※２ （％）                

 
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ 

Ｈ３２ 

（短期目標）

目標値 ― ９４．３ ９４．５ ９４．７ ９４．９ ９５．１ ９５．３

実績値 ９４．２ ９４．３ ９４．７ *９５．０  

※2 「公共下水道・農業集落排水処理施設・地域下水処理施設を使用している人口」と「合併処理浄化槽を

使用している人口」の行政人口に占める割合 
＊ 平成２９年度の実績値は，４月から１２月までの実績に基づく３月までの推計値 

 
    「生活排水処理率」は，生活排水処理施設の接続状況を示す値であるが，着実に接続が

進んでいるため，平成２９年度の目標値を達成する見込みである。 
 

〈取組の方向性〉 

  ・ 引き続き，生活排水処理施設への接続促進に係る取組を実施していく。 
 

 

資料２－２ 
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 ２ 各施策事業の取組状況等 

    別紙２のとおり 

      

３ 収集運搬，中間処理，最終処分体制 

   生活排水処理基本計画に基づき，し尿・浄化槽汚泥等を水再生センターにおいて一体処

理するため，平成２９年度から，受入施設の実施設計に着手したところであり，一体処理

を開始するまでの間については，引き続き，適正かつ安定的な処理を実施していく。 

 

（１）収集運搬体制 

  ・ 浄化槽汚泥は，引き続き，許可業者による収集運搬を実施する。 

  ・ し尿は，公共下水道等の進捗によるし尿収集運搬量の減少を考慮し，平成３０年度か

ら，全市域において，業務委託による安定したし尿収集運搬を実施する。 

（２）中間処理体制 

  ・ し尿・浄化槽汚泥等は，一体処理を開始するまで，東横田清掃工場において，水処理

や焼却処理などを継続する。 

  ・ 平成３１年度末に予定している一体処理の開始に向け，川田水再生センターにおける

下水処理過程から発生した汚泥との一体処理を推進する。 

（３）最終処分体制 

   ・ 東横田清掃工場から発生する汚泥等は，一体処理を開始するまで，引き続き，焼却処

理後に最終処分場において埋立処分を行う。 

   ・ 一体処理の開始後は，前処理したし尿等については，川田水再生センターにおいて適

正に処理した後，資源化することとし，除去した残渣については，焼却処理するなどし，

最終処分場において埋立処分を行う。 

 

 

 

 

 



◆生活排水処理基本計画の各施策事業の取組状況等

取組方針 取組内容 取組方針 取組内容施策項目・取組指標

【基本施策1-1】
生活排水処理施設の整備推進

（1）
公共下水道の
整備推進

◆公共下水道事業計画
区域における管きょの
整備について，平成
３７年度の整備完了を
目指すため，土地区画
整理事業や他事業等と
連携を強化し，効率的
に事業を推進する。

・計画的な未整備地区の整
備推進
・整備における土地区画整
理事業や道路事業との情報
共有による連携の強化

・区画整理事業地区や上河内地区，
河内地区の整備などを実施し，計画
的に整備を進めている。

・区画整理事業など，他事
業と併せて整備を進める必
要があることから，引き続
き関係部署との情報共有に
努め，効率的な整備に取り
組む必要がある。

◆公共下水道事業計画
区域における平成３７
年度の管きょ整備率
１００パーセントを目
指す取組を推進する。

基本施策
施策事業

平成29年度
取組の状況・評価 課題

平成30年度実施計画

・区画整理事業地区や上河
内地区・河内地区の整備を
計画的に実施
・土地区画整理事業や道路
事業との情報共有に努め，
効率的に整備を実施

（2）
合併処理浄化槽の
整備推進

◆浄化槽で整備する区
域において，更なる合
併処理浄化槽の設置を
推進するため，補助制
度を継続するととも
に，「単独処理浄化槽
からの転換」や，「汲
み取りからの設置替
え」の促進を図る。

・新補助制度を活用しても
らえるよう，様々な媒体を
通して制度の周知
・合併処理浄化槽の整備推
進による生活排水の適正処
理の重要性を啓発

・新補助制度について，市・上下水
道局・農業委員会の各広報紙への掲
載やリーフレットの配付など，様々
な媒体を通して周知を行った。
・生活排水の適正処理について，上
下水道局の広報紙に特集を掲載し，
重要性について啓発した。
・浄化槽で整備する区域における合
併処理浄化槽の設置基数が増加して
おり，順調に整備が進んでいる。

・生活排水の適正処理の重
要性・必要性に関する啓発
や新補助制度の周知に，継
続して取り組む必要があ
る。

◆浄化槽で整備する区
域において，更なる合
併処理浄化槽の設置を
促進するための取組を
推進する。

・浄化槽設置費補助制度を
継続して実施
・様々な広報媒体により，
合併処理浄化槽による生活
排水の適正処理の重要性に
関する啓発や，補助制度の
周知を実施

【取組指標】
生活排水処理人口普及率（％）

H26
(基準値）

H27
（実績）

H28
（実績）

H29
（見込）

H32
（目標値）

（3）

・「単独処理浄化槽からの
転換」や「汲み取りトイレ
からの設置替え」を促進す
るため，未設置世帯の状況
に応じた戸別訪問やリーフ
レットの活用などによる啓
発の実施
・浄化槽法定検査指定検査
機関との情報共有や連携に
よる啓発の実施

96.9 96.9 97.7 98.1 98.8

評価
　公共下水道の整備や合併処理浄化槽の設
置促進を着実に進めた結果，平成２９年度
の目標値を達成する見込みであり，取組は
順調に進んでいる。

合併処理浄化槽への
転換を促す周知啓発

◆公共用水域の水質保
全への意識向上を図
り，単独処理浄化槽や
汲み取りから合併処理
浄化槽への転換を促す
ための啓発活動を強化
する。

・合併処理浄化槽未設置世
帯への案内文書の送付や戸
別訪問などによる啓発の強
化
・浄化槽法定検査の指定検
査機関との連携による転換
促進策の実施

・合併処理浄化槽の未設置世帯を対
象としたリーフレットを作成し，職
員の戸別訪問による配付や説明を実
施するなど，新補助制度を効果的に
周知した。
・転換基数については，昨年度まで
の下落傾向に歯止めがかかり，昨年
度実績を上回った。

・単独処理浄化槽や汲み取
りトイレを使用している世
帯を抽出し，計画的に戸別
訪問を行って新補助制度を
周知するなど，効果的な啓
発に取り組む必要がある。

◆公共用水域の水質保
全への意識向上を図る
ため，単独処理浄化槽
や汲み取りトイレから
合併処理浄化槽への転
換を促す啓発活動に取
り組む。

94.7 95.0 95.3

（5）

・戸別訪問による接続指導
において，接続する必要性
を理解している場合でも，
既存の浄化槽を継続して使
用したいなどの意向があ
り，早期接続をいかに進め
るかが課題である。

◆更なる公共用水域の
水質改善に向け，未接
続世帯に対する公共下
水道への接続促進に取
り組む。

・訪問結果に基づき，訪問
対象や訪問時間を設定し，
未接続理由に応じた説明を
するなど，効果的な戸別訪
問の実施
・集中的に訪問活動を行う
強化月間の設定を継続して
実施
・新規整備地区における工
事前説明の徹底など，新た
な未接続者を発生させない
取組の強化
・接続工事資金の無利子融
資あっせん制度の周知

【取組指標】
生活排水処理率（％）

H26
(基準値）

H27
（実績）

H28
（実績）

H29
（見込）

【基本施策1-2】
生活排水処理施設への接続促進

（4）
公共下水道への
接続促進

◆更なる公共用水域の
水質改善に向け，未接
続世帯への周知啓発や
戸別訪問により，公共
下水道への接続を促進
する。

・新たな管きょ整備工事に
伴う，接続対象者への接続
義務に関する説明の強化
・未接続世帯への積極的な
戸別訪問による接続促進の
強化

・未接続世帯への戸別訪問による周
知啓発や接続指導を実施した。
・上下水道基本計画改定計画の個別
計画である第４次上下水道加入促進
計画の平成２９年度年間目標（下水
道接続４１０戸）を達成する見込み
である。
（平成２９年度下水道接続２５４
戸：平成２９年１１月末現在）

H32
（目標値）

・未接続世帯を対象とし
て，啓発文書を送付すると
ともに，未接続理由に応じ
た説明をするなど，効果的
な戸別訪問を実施
・接続工事資金の無利子融
資あっせん制度の周知

評価
　未接続世帯の戸別訪問などにより着実に
接続指導を実施した結果，平成２９年度の
目標値を達成する見込みであり，取組は順
調に進んでいる。

農業集落排水処理施
設への接続促進

◆更なる公共用水域の
水質改善に向け，未接
続世帯への周知啓発や
戸別訪問により，農業
集落排水処理施設への
接続を促進する。

・未接続世帯への文書送付
及び戸別訪問による啓発の
強化
・接続促進に向けた，効果
的な啓発手法の検討と実施

・農業委員会広報紙や農業集落排水
処理区内の主要施設における啓発用
のぼり旗を活用した継続的な啓発を
実施した。
・戸別訪問を計画的に実施できるよ
う，受益者名簿を整理し，戸別訪問
を実施した。

・施設整備当初からの受益
者のうち，長期間接続しな
い世帯が残っている状況に
あるため，戸別訪問などに
より，計画的かつ継続的に
接続指導を行っていく必要
がある。

◆更なる公共用水域の
水質改善に向け，未接
続世帯に対する農業集
落排水処理施設への接
続促進に取り組む。

94.2 94.3

【拡充・重点】

【拡充・重点】

【拡充・重点】

【継続】

【継続】

別紙２

1



◆生活排水処理基本計画の各施策事業の取組状況等

取組方針 取組内容 取組方針 取組内容施策項目・取組指標

基本施策
施策事業

平成29年度
取組の状況・評価 課題

平成30年度実施計画

・施設の統廃合の考え方を
整理する際に，経済性や老
朽度を比較検討しやすいよ
う，機能診断調査の実施に
当たっては，施設の特性等
を踏まえた要件を設定する
必要がある。

◆経済性や老朽度を踏
まえ，ライフサイクル
コストの低減を目指
し，中長期での生活排
水処理施設の公共下水
道への接続時期などを
検討するとともに，将
来にわたり存続する施
設については，中長期
的な視点に基づき，施
設の長寿命化等を実施
する。

・施設の機能保全や統廃合
の考え方を整理した「最適
化計画」の基礎資料となる
施設規模や処理方式を踏ま
えた地域下水処理施設の機
能診断調査の実施
・工業団地排水処理施設の
機能保全計画の作成
・生活排水処理施設の効率
的な維持管理の継続

【取組指標】
浄化槽法第１１条検査受検率（％）

【基本施策1-3】
生活排水処理施設の適正管理

（6）

施設の統廃合等の
検討

◆経済性や老朽度を踏
まえ，ライフサイクル
コストの低減を目指
し，中長期での生活排
水処理施設の公共下水
道への接続時期などを
検討する。なお，将来
にわたり存続する施設
については，中長期的
な視点に基づき，施設
の長寿命化等を実施す
る。

・グリーンタウン地域下水
処理施設の公共下水道への
接続を実施
・農業集落排水処理施設の
機能保全計画を基に，地域
下水処理施設や工業団地排
水処理施設も含め，生活排
水処理施設の効率的な維持
管理を検討

・グリーンタウン地域下水処理施設
の公共下水道への接続を予定どお
り，平成２９年１１月に実施した。
・施設の機能保全や統廃合の考え方
を整理した「最適化計画」を平成
３２年度に策定できるよう，基礎調
査として工業団地排水処理施設の機
能診断調査を実施した。

・法定検査の未受検者に対
する受検促進通知の送付
・浄化槽法定検査の指定検
査機関と連携した維持管理
の必要性に関する啓発策の
実施

47.7 60.2 62.7 64.0 67.7

評価
  浄化槽法第１１条に規定する検査の受検
を促す文書を送付し，受検率が上昇したこ
とから，取組の効果が現れている。

合併処理浄化槽の
適切な検査受検の
指導の充実

◆浄化槽法で定められ
ている検査の受検率を
向上させ，浄化槽の適
正管理を推進できるよ
う，関係機関と連携し
た啓発を行う。

・浄化槽法第１１条に規定
する水質検査の未受検者に
対する受検案内文書の送付
・浄化槽法定検査の指定検
査機関と連携した検査未受
検者への新たな対応策の検
討と実施

・浄化槽法第１１条の規定に基づく
水質検査の未受検者の抽出を浄化槽
法定検査の指定検査機関と連携して
行い，受検促進通知を送付した結
果，受検率は昨年度を上回る見込み
となった。

・過去の法定検査の受検状
況や，公共下水道へ接続し
たことによる浄化槽の廃止
状況などを的確に把握し，
効果的かつ効率的な受検促
進を行う必要がある。

◆浄化槽法で定められ
ている検査の受検率を
向上させ，浄化槽の適
正管理を推進できるよ
う取り組む。

H26
(基準値）

H27
（実績）

H28
（実績）

H29
（見込）

H32
（目標値）

（7）

・業務委託とする上河内・
河内区域におけるし尿収集
運搬を円滑に実施する必要
がある。
・将来におけるし尿収集量
の減少を踏まえた効果的で
効率的な収集運搬体制の構
築を検討する必要がある。

◆し尿の効果的で効率
的な収集運搬を実施す
る。

・全市域において安定した
し尿収集運搬を行えるよ
う，業務委託を実施

【取組指標】
し尿収集運搬体制の調整

H26
(基準値）

H27
（実績）

H28
（実績）

H29
（見込）

【基本施策2-1】
持続的に安定した収集運搬の実施

（8）
し尿収集運搬体制を
統一

◆し尿及び浄化槽汚泥
等の効果的で効率的な
収集運搬を実施する。

・平成３０年度のし尿収集
運搬の全市業務委託化へ向
けた委託地区の地区割等の
検討
・安定したし尿及び浄化槽
汚泥等の収集運搬を継続

・し尿収集運搬を平成３０年度に全
市業務委託化する庁内合意を形成し
た。
・上河内・河内地区におけるし尿収
集について，許可制から業務委託へ
円滑に移行する調整を実施した。
・作業効率や安全性，衛生面等を考
慮した適正なし尿収集運搬を継続し
て実施した。

※　浄化槽汚泥等については，引続
き許可制での収集運搬を継続する。

H32
（目標値）

― ― ― ―
平成30年度

市全域
業務委託

評価
　全市域業務委託に向けた必要な調整を順
調に進めている。

【取組指標】
沈砂・汚泥焼却灰等埋立量（t／年）

H26
(基準値）

H27
（実績）

H28
（実績）

H29
（見込）

H32
（目標値）

【基本施策2-2】
効果的・効率的な中間処理の継続

（9）
水再生センターに
おける一体処理の
推進1 1 0

一体施設

0 0 0 0 1
評価
　平成３１年度中の一体処理の実施に向
け，順調に作業が進んでいる。

124.5 173.6 177.2 171.4 72.2

評価
　一体処理により，平成３２年度には，減
少する見込みであり，処分を適正に実施で
きている。

【基本施策2-3】
安定した最終処分の推進

【取組指標】
一体処理の推進（施設数）

H26
(基準値）

H27
（実績）

H28
（実績）

H29
（見込）

H32
（目標値）

し尿施設

1 1

◆水再生センターにお
いて一体的に処理する
ため，供用開始までに
必要な課題を協議する
とともに，施設の実施
設計を行う。

・管理運営体制などについ
て，関係課と協議
・一体処理に必要な施設の
実施設計

・川田水再生センターにおける生活
排水汚泥一体処理事業に係る運営管
理体制を構築するため，し尿及び浄
化槽汚泥を下水道事業で処理するた
めの法的な管理区分を踏まえた費用
の考え方や，平成３１年度末から供
用開始となる生活排水汚泥等受入施
設における，包括的維持管理業務の
考え方を踏まえた運営管理手法につ
いて明確化した。
・生活排水汚泥等受入施設の実施設
計を行った。

・今後とも，一体処理の実
施について地域住民の理解
を得られるよう，進捗状況
に応じた分かりやすい情報
提供をする必要がある。
・川田水再生センターにお
いて一体処理を開始するま
での間，老朽化した既存施
設（東横田清掃工場）を適
正に維持管理する必要があ
る。

◆水再生センターにお
いて，生活排水汚泥等
を一体的に処理できる
よう，施設の整備に取
り組む。

・川田水再生センターにお
いて，一体処理に必要な受
入施設の建設工事に着手予
定
・施設の建設工事の進捗状
況や運営管理体制などにつ
いて，適宜，地域住民へ情
報を提供

◆中間処理後のし尿・
浄化槽汚泥等につい
て，安定した最終処分
を適正に実施する。

・東横田清掃工場から発生
する汚泥等を焼却処理後，
エコパーク板戸に埋立処分

（10）
安定した最終処分の
実施

◆中間処理後のし尿・
浄化槽汚泥等について
は，安定した最終処分
を適正に実施する。

・東横田清掃工場から発生
する汚泥等を，焼却処理
後，エコパーク板戸におい
て埋立処分

・東横田清掃工場から発生する汚泥
等を焼却処理後，エコパーク板戸に
おいて，適正に埋立処分した。

・今後も，安定した最終処
分を適正に実施する必要が
ある。

【新規】

【拡充・重点】

【継続】

【新規】

【継続】
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